
鳥取商業高等学校同窓会会則 

 

第 １ 章  総      則 

 

第１条 本会は鳥取商業高等学校同窓会と称する。 

第２条 本会は会員相互の親睦を深め、母校との連絡を密にし、その発展に資することを目的とする。 

第３条 本会の事務局を鳥取商業高等学校内に置く。 

第４条 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．会誌会報の発行 
２．その他本会の目的を達するための必要な事業 

 

第 ２ 章  会      員 

 

第５条 本会は普通会員と特別会員で組織する。 

第６条 普通会員は次の資格の一を具えた者とする。 

１．鳥取商業学校卒業生 
２．鳥取商業高等学校卒業生（昭和２４年３月卒業） 
３．鳥取西高等学校商業科卒業生 
４．鳥取西高等学校商業別科卒業生 
５．鳥取商業高等学校卒業生 
６．かつて前記諸校に在学した者で、本会会員の推薦により幹事会の承認を経て会長が認めた者 

第７条 特別会員は次の資格の一を具えた者とする。 

１．鳥取商業高等学校職員 
２．前条諸校のうち何れかの職員であった者。 

 

第 ３ 章  役     員 

 

第８条 本会に次の役員を置く。 

会長１名、副会長若干名、会計監査２名、幹事長１名、副幹事長若干名、幹事は各回２名以上 

第９条 会長、副会長及び会計監査は総会において選出する。幹事長及び副幹事長は会長が会員から推薦し、

総会の承認を受ける。幹事は各回で選出する。 
第 10 条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

会計監査は本会の会計業務を監査する。幹事長は本会の庶務会計を掌握し事業の推進を図る。なお、

各会の議長は会長がこれにあたる。 

第 11 条 本会は必要に応じて顧問を置くことができる。 

第 12 条 幹事を除く役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。幹事の任期は各期の状況により適宜

これを定める。  

 

第 ４ 章  会     議 

 

第 13 条 本会の会議は次の通りとし、役員会・幹事会は必要に応じて会長がこれを招集する。 

    １．定 期 総 会 

        ２．臨 時 総 会 

    ３．役  員  会 

    ４．幹  事  会 



第 14 条 定期総会は毎年６月に開く。臨時総会は会長が必要と認めたときこれを召集する。 

第 15 条 総会に附する事項は次の通りとする。 

１．役員（幹事を除く）及び顧問の承認 
２．事業及び予算・決算 
３．会則の変更 
４．その他本会運営上特に重要な事項 

第 16 条 役員会は、総会・幹事会に提出する案件および本会の運営に必要な事項を協議する。 

第 17 条 幹事会は本会の運営に必要な事項を審議する。 

第 18 条 会議の決定はすべて出席会員の過半数の同意によって行う。 

 

第 ５ 章  会     計 

 

第 19 条 本会の経費は会費及び寄附金、その他の収入をもって当てる。 

第 20 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ６ 章  支     部 

 

第 21 条 本会は東京・大阪に支部を置く。 

第 22 条  各支部の会長は本会の副会長とし、幹事長は本会の副幹事長とする。また、本会との連携を図り会

の発展に努める。 

 

第 7 章  付     則 

 

第 23 条 本会則は昭和３５年４月１日より施行する。 

昭和５２年１２月１日 改正 
昭和５６年５月１０日 改正 
平成 ５年５月２２日 改正 
平成 ８年５月２２日 改正 
平成１０年６月２０日 改正 
平成１３年６月１６日 改正 
平成１４年６月２２日 改正 
平成１５年６月２８日 改正 
平成１６年６月２６日 改正 
平成１７年６月２５日 改正 

 
○鳥取商業高等学校同窓会 
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